
契約の基本
～正しい知識を持って、トラブルから身を守ろう～

静岡県司法書士会

法教育委員会
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○○さん今、平気ですか？

単純にお友達探しててメールしちゃいましたぁ

もういろんな人とメールとかしてるのかなぁ

私はこういうの初めてなので、緊張とドキドキでいっぱいです

カナコはいまトップモデルになるため修行中なんですが

最近、いろんな意味で不満とかあってパァーってしたいです

顔写メじゃないけどフォト あげますね

(｀･ω´･)ﾉどうかな

よかったら長くお話とかしたいので私の携帯

●●●●-nyanta

ezweb.ne.jp

なのでお返事ください

お仕事の愚痴ばっかりになっちゃうかもなんですけど

話聞いて欲しいでし・・

カナコも話聞くよ p(・ω-* )q 

偶然○○さんに通りかかった運命を信じたいです 笑。

いろんな人に送ってるって思われたくなから

顔写メは後で送りますね

勘違いされて無視で終わるのも

寂しいので

してくれるかな～～

(タモさん風に )

前田 カナコ

待ってます(*´ω｀)
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１．契約の成立について考えよう

契約と約束の違い

契約とは、法律により、国の力で実現させることのできる約束のこと

契約クイズ 第１問

次の下線部の行為のうち「契約」はどれでしょうか？

前田さんは、放課後、①彼氏と待ち合わせて、②バスに乗り、カラオケボッ

クスへ行きました。

③カラオケボックスで歌を歌った後、前田さんは、④コンビニでジュースを

買い、帰宅しました。

前田さんは、家で⑤友達にメールした後、⑥携帯電話で着うたをダウンロー

ドしました。

答え

契約クイズ 第２問

大島さんは、パソコンを買いにお店に行きました。

契約が成立するのはどの場面でしょうか？

① 大島さんが、選んだパソコンをお店に購入すると言い、お店が応じたとき

② 大島さんが、契約書に名前を書いて判を押したとき

③ 大島さんが、お店にパソコンの代金を全額支払ったとき

④ 大島さんの家にパソコンが届いたとき

答え

【 】

】

契 約約 束

２32



契約はどの時点で成立するのかを考えよう。

【 】の意思表示 ＋ 【 】の意思表示 ＝ 契約成立

契約は口頭で成立【 する ・ しない 】。

なぜ契約書が必要なのかを考えよう。

２．契約の有効性について考えよう

契約クイズ 第３問

鈴木さんは、佐藤さんを非常に深く恨んでいます。

そこで、鈴木さんは、江口さんに「佐藤を殴ってくれたら１０万円支払う」

と言い、江口さんも佐藤さんを殴る約束をしました。

江口さんが佐藤さんを殴ったら、鈴木さんから１０万円を受け取ることが

できるでしょうか？

鈴木 江口

① できる

② できない

佐藤 答え

これ、お願

いします

かしこまり

ました

ました

契約【 】の原則

３

① 佐藤を殴ったら１０万円支払う

③ １０万円支払え

②殴った

恨
ん
で
い
る
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お互いが納得すれば、どんな内容でも「契約」できるのかを考えよう。

反道徳的な内容の契約は【 無効 ・ 有効 】

３．契約の効果について考えよう

契約クイズ 第４問

柏木さんは、篠田電気でパソコンを購入しましたが、翌日、渡辺電気で同じ

パソコンが篠田電気よりも安く売られていることを知りました。「契約」をや

めることはできるでしょうか？

① パソコンが未使用ならば、やめられる

② ８日以内ならば、返品できる

③ やめることはできないが、他の商品への交換ならできる

④ 原則やめることはできない

答え

契約をするとどのような効果があるのかを考えよう。

契約が成立すると、お互いに、

自分の【 】を果たす必要が生じる。

それは、お互いが【 】な立場で、【 】に考えて、

【 】で決めた約束だから。

自分 責任 対等 自由
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③ ５０万円渡す

契約クイズ 第５問

高橋さんは、板野さんから「絶対に迷惑をかけないから、名前を貸してほしい」

と言われました。

「高橋さんが借りたお金は、私が責任をもって返済します」という書面を受け

取ったので、高橋さんは石田金融から５０万円を借りて板野さんに渡しました。

ところが、返済日が来ても、板野さんは返済をしてくれません。

高橋さんは石田金融に対して、どのようにすることができるでしょうか？

高橋 板野

石田金融

① 板野さんから受け取った書面を見せて、返済を拒むことができる

② 板野さんから受け取った書面を見せて、板野さんに請求してもらうこと

ができる

③ 返済を拒むことはできない

答え

５

① 名前を貸してほしい

④ 返済なし

②
５
０
万
円
借
入

絶対に

迷惑をかけない

高橋さんへ

高橋さんが借りてくれたお金は、

私が責任を持って返済します。

平成 23 年 12 月 24 日

 板野 ㊞
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４．契約の解消について考えよう

事例１

河西さんは、スニーカーをインターネットで購入しました。

代金は先払いとされていたので、指定された口座に振り込みました。

しかし、いくら待っても商品が送られてきません。

商品を送るよう何度も催促したのですが、それでも送られてきません。

あなたが河西さんの立場だったら、どのような対応を取りますか？

① 「スニーカーを渡せ」と何度も催促を続ける。

② 「お金を返せ」と主張する。

③ 裁判をする。

④ あきらめる。

⇒ 契約相手が【 】を果たさない場合

事例２

腕時計が好きな高城さんは、あるお店で、通常６０万円するロレックスの腕時計

が半額で売られているのを見つけました。

偽物ではないか？と心配になりましたが、お店の人が間違いなく本物ですという

ので安心して購入しました。

しかし、専門家に鑑定してもらったところ偽物と判明

しました。

あとで分かったのですが、そのお店は近所でも有名な

悪徳時計店でした。

この場合、高城さんは、契約を取り消して、代金の返還を受けることができます。

それはなぜでしょうか？

⇒ 契約相手からの【 】をもとに契約した場合

６
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事例３

松井さんは、路上で声をかけられて、お店に案内されまし

た。

松井さんがお店に入ると、宝石を買うように強く勧められ、

松井さんが帰りたいと言っても、お店の人は帰らせてくれま

せん。

仕方なく、松井さんは、早く帰りたい一心で契約書にサイ

ンをしました。

この場合、松井さんは、契約を取り消して、代金の返還を受けることができます。

それはなぜでしょうか？

⇒ 契約相手から【 】な意思決定を奪われた場合

事例４

内田さんは、休日に自宅でのんびりくつろいでいたと

ころ、Ａ社のセールスマンがやってきて、３０万円の

浄水器を勧められました。

内田さんの家には、すでに浄水器がありましたが、

機能性に惹かれて購入してしまいました。

セールスマンが帰った後、内田さんは、何でこんな

ものを買ってしまったんだろうと後悔し、できること

なら返品したいと考えました。

内田さんは、セールスマンに騙されたわけではなく、浄水器を購入する意思を

持って契約をしています。

さて、内田さんは、契約を解消することができるのでしょうか？

⇒ 【 】販売については、

一定期間【 】をすることができる。

７
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ま と め

契約の基本 ⇒ 契約自由の原則

契約当事者は、お互いが対等に交渉したうえで、自由な意思決定ができる。

↓ ↓ ↓

契約当事者は、その内容について責任を負う ⇒ 契約の拘束力

↓ ↓ ↓

① よく考えてから契約すること

② 重要な契約をするときは、証拠となるように契約書を作成すること

③ 契約書は、隅々までしっかり読んで納得してから署名すること

自由・対等な交渉が妨げられているとき

事業者と消費者の間には、情報量や交渉力に圧倒的な差がある。

↓ ↓ ↓

① 誤った情報が提供されていないか？ 大切な情報が提供されているか？

② 自由な意思決定が奪われていないか？

③ 契約内容について十分に検討する時間が与えられているか？

↓ ↓ ↓

あれ？ おかしいぞ？ と思えることが大切！！

↓ ↓ ↓

「契約の拘束力」を修正する法律（消費者契約法や特定商取引法など）がある。

もしもトラブルに遭ってしまったら ⇒一人で悩まず、まずは相談を！

静岡県司法書士会「司法書士総合相談センターしずおか」

８
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